
景観協議会�

景観協定�

景観重要建造物・樹木�

景観地区�
（都市計画区域外では準景観地区）�

景観計画区域（都市計画区域外でも指定可能）�

行政、住民、公共施設管理者
などが協議を行い、景観に関
するルールづくりを行う�

景観整備機構�

NPO法人や公益法人を景観
行政団体の長が指定�
�
景観重要建造物・樹木の管理、
耕作放棄地等の利用権の取
得等を行う�

○建築物の建築等に対する届出･勧告を基本とするゆるやかな規制誘導�
○建築物・工作物のデザイン・色彩については、条例を定めることにより変更命令が可能�
○「景観上重要な公共施設」の整備や「電線共同溝法」の特例�
○農地の形質変更等の規制、耕作放棄地対策の強化、森林施業の促進�

住民合意によるきめ細やかな景
観に関するルールづくり�

景観上重要な建築物･工作物･樹木
を指定して積極的に保全�

○都市計画の手法を活用して、より積極的に良
好な景観の形成を図る地区について指定�

○建築物や工作物のデザイン・色彩、高さ、敷地
面積などについての初めての総合規制�

○廃棄物の堆積や土地の形質変更などについ
ての行為規制も条例に定めることにより可能�

�
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規制緩和措置の活用� 屋外広告物法との連携�

【図1】 景観法の仕組み�
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届出･勧告による緩やかな規制誘導を
行いたい�

必要な場合には、条例で定めた一定の
事項について変更命令可能�

地域内で、基準や届出対象行為をいく
つかに分けて定めることも可能�

具体的な基準や届出対象行為につい
ては、景観行政団体が条例で定める�

この他、土地の形質の変更など必要な
規制を条例で定めて行うことが可能�

建築物等の形態や色彩その他の意匠
といった裁量性が求められる事柄に
ついて景観認定制度を導入�

数字で分かる事柄（建築物の高さや
壁面の位置、敷地面積の最低限度）に
ついては建築確認で担保�

より積極的に、良好な景観形成を誘導
していきたい�

景観計画区域� 景観地区�
�

景観計画で区域を定める� 都市計画･準都市計画区域内では都市計画、
それ以外では準ずる手続き（準景観地区）�

自然公園� 準景観地区� 景観重要建造物�

景観計画区域�

景観重要建造物�

景観重要公共施設�

景観重要樹木�

景観地区�

景観地区�

都市計画区域外�

都市計画区域内�

市街化調整区域�

景観農業振興地域�
整備計画区域�

市街化区域�

【図2】 景観法の対象地域イメージ�

【図3】 景観計画と景観地区の仕組みの比較�
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